
別表（第4条関係）
	委員会等名
	構成員
	審　　議　　事　　項
	主管ｸﾞﾙｰﾌﾟ名

	運営協議会






























	(1) キャンパス長
(2) 評議員
(3) キャンパス長補佐
(4) 学科内専攻の長
(5) 専攻内グループの長
(6) 養護教諭特別別科から選出された教員　1名
(7) 事務長























	(1) 大学制度・施策に関する基本的事項
(2) 将来計画に関する基本的事項
(3) 教員の人事に係る総合的計画及び方針の策定に関する事項
(4) 教員の採用又は昇任の計画に関する事項
(5) 大学院担当教員の資格に係る選考に関する事項
(6) 施設の改廃に関する事項
(7) 施設の利用状況の点検・評価に関する事項
(8) 施設の変更計画に関する事項
(9) 本校の予算執行計画に関する事項
(10) 本校の概算要求に関する事項
(11) 本校の特別経費の要求に関する事項
(12) 自己点検評価に関する事項
(13) その他大学制度，将来計画，人事計画，施設及び予算（予算委員会の審議事項を除
く。）に関する事項

	総   務グループ






























	予算委員会










	(1) 評議員　1人
(2) 地域協働専攻の各グループ及び地域教育専攻から選出された教員　4人
(3) 事務長
（委員の互選により副委員長を定める。）





	(1) 本校予算の配分に関する事項
(2) 教育研究用物品の機種選定に関する事項
(3) 委託研究及び奨学寄付金（学術研究関連）に関する事項
(4) 宿舎の入居者選考に関する事項
(5) その他予算（運営協議会の審議事項を除
く。）に関する事項
	財   務グループ











	入学試験委員会







	(1) キャンパス長
(2) キャンパス長が委嘱した教員　若干人
(3) 地域協働専攻の各グループ及び地域教育専攻から選出された教員　4人
（(2)の委員のうちからキャンパス長が副委員長を指名する。）
	(1) 入学試験の基本方針に関する事項
(2) 入学試験制度の調査研究に関する事項
(3) 入学試験実施に関する事項
(4) 教育の質保証に関する事項のうち学生受入に関する事項
(5) その他入学試験に関する事項

	教育支援グループ








	カリキュラム委員会




















	(1) キャンパス長が委嘱した教員　1人
(2) 地域協働専攻の各グループ及び地域教育専攻から選出された教員　4人
（委員の互選により副委員長を定める。）














	(1) カリキュラムの調査研究に関する事項
(2) 教育課程の編成及び履修基準の作成並びに授業に関する事項
(3) カリキュラムの編成に関する事項
(4) 学生の入学・休学・退学・転学・編入学，卒業及び修了に関する事項
(5) 研究生，科目等履修生及び特別聴講学生に関する事項
(6) 資格取得を証明するための科目の編成及び科目の実施に関する事項
(7) 資格認定及び単位取得認定に関する事項
(8) 教育の質保証に関する事項のうち教育課程に関する事項
(9) 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に定められている到達目標の達成状況の把握に関する事項
(10) 学修に係る各種データの分析に基づく教育課程の自己点検・評価及び必要な改善に関する事項
(11) 教育委員会への報告に関する事項
(12) FDに関する事項
(13) その他教務に関する事項

	教育支援グループ





















	学生委員会

















	(1)評議員又はキャンパス長補佐　1人
(2) 地域協働専攻の各グループ及び地域教育専攻から選出された教員　4人
(3) 函館校学生生活サポート室長　1人
（委員の互選により副委員長を定める。）










	(1) 学生支援についての調査研究に関する事項
(2) 学生の団体，活動，生活に関する事項
(3) 学生の奨学に関する事項
(4) 学生寮に関する事項
(5) 学生の賞罰に関する事項
(6) 学生の交通規制に関する事項
(7) 厚生施設の運営及び課外生活環境に関する事項
(8) バリアフリーに関する事項
(9) 教育の質保証に関する事項のうち学生支援に関する事項
(10) その他学生支援に関する事項

	教育支援グループ

















	情報システム管理委員会











	(1) 部局総括責任者
(2) 部局技術責任者
(3) 部局技術担当者
(4) その他、部局総括責任者が必要と認めた者　若干人
（(2)の委員を副委員長とする。）
	(1) 学内ＬＡＮの管理・運用に関する事項
(2) 情報システムの管理・運用に関する事項
(3) 情報システム等による教育・研究の情報化に関する事項
(4) 函館校のWebサーバ管理に関する事項
(5) 学術情報の利用及び提供に関する事項
(6) その他情報システムに関する事項

	財   務グループ













	附属学校・教育実践研修センター運営委員会






	(1) キャンパス長
(2) 評議員　1人
(3) 附属学校の長
(4) 附属学校の副校長
(5) 事務長
（委員のうちからキャンパス長が副委員長を指名する。）


	(1) 本校と附属学校との教育研究の連携に関する事項
(2) 附属学校の管理運営に関する事項
(3) 教育実践研修センターの各種事業の実施等に関する事項
(4) その他本校と附属学校との連絡調整に関する事項

	総   務グループ







	教職課程運営委員会












	(1) 評議員　1人
(2) キャンパス長が指名する教員　1人
(3) 各教科の担当教員　各1人
(4) 附属学校の長
(5) 附属学校から選出された教員　1人
((2)の委員を副委員長とす
る。なお，副委員長は(3)の委員を兼ねることはできないこととし，原則とし
て，(1)の委員の所属する学科内専攻とは異なる専攻から選出するものとす
る。)
	(1) 教職課程の運営方針に関する事項
(2) 教職課程の計画・運用に関する事項
(3) 教職に関する指導及び事前調査に関する事項
(4) 教育実習前ＣＢＴの実施に関する事項
(5) 教育実習の基本計画に関する事項
(6) 教育実習の指導及び評価に関する事項
(7) 介護等体験実習の実施計画及び実施に関する事項
(8) その他教職課程に関する事項

	教育支援グループ













	外国語教育運営委員会





	共通外国語担当教員　10人程度
（委員の互選により委員長及び副委員長を定める。）
	(1) 教養外国語の運営に関する事項
(2) 実践外国語未修得者への対応に関する事項
(3) その他外国語教育及び外国語教育の改善に関する事項

	教育支援グループ






	研究倫理委員会






	(1) キャンパス長が委嘱した教員　1人
(2) 地域協働専攻の各グループ及び地域教育専攻から選出された教員　4人
（委員の互選により副委員長を定める。）

	(1) 研究の実施に係る計画の審査に関する事項
(2) 研究の検証に関する事項
(3) その他研究倫理に関する事項


	総   務グループ







	国際化推進委員会　









	(1) 評議員又はキャンパス長補佐　1人
(2) 国際交流・協力センター函館校センター長
(3) 海外スタディーツアー担当教員
(4) 国際協力実習担当教員　1人
(5) 国際協働キャリア実習担当教員　1人
(6) 海外短期研修担当教員　1人
(7) 国際コミュニケーション実習担当教員　1人
(8) 海外日本語教育インターンシップ担当教員　1人
(9) 地域協働専攻の各グループ及び地域教育専攻から選出された教員　各1人
(構成員は(1)～(9)を兼ねることができる。)
（委員のうちからキャンパス長が委員長を指名し，委員の互選により副委員長を定め
る。）

	(1) 函館校の国際化推進に関する事項
(2) 海外体験型授業の運営及び開発に関する事項






	教育支援グループ










	国際地域研究推進委員会
	キャンパス長が委嘱した教員
(委員のうちからキャンパス長が委員長を指名し，委員の互選により副委員長を定める。)

	(1) 『国際地域研究』
（書籍）の編集・刊行に関する事項
(2) 『国際地域研究』
（書籍）の刊行に向けたシンポジウムの開催に関する事項
(3) その他，国際地域研究の推進に関する事項

	学術情報グループ

	広報委員会









	(1) キャンパス長補佐　1人
(2) キャンパス長が委嘱した教員　若干人
(3) 地域協働専攻の各グループ及び地域教育専攻から選出された教員　4人
（委員のうちからキャンパス長が委員長及び副委員長を指名する。）
	(1) 各種大学説明会に関する事項
(2) 広報用パンフレット及びポスター作成に関する事項
(3) その他広報に関する事項



	広報・連携推進グループ
教育支援グループ







	国際交流・協力センター函館校センター






	(1) 国際交流・協力センター規則第7条第2項に規定する者
(2) キャンパス長が委嘱した教員
（委員の互選により副センター長を定める。）

	(1) 国際交流事業の実施に関する事項
(2) 国際協力事業の実施に関する事項
(3) 留学生の受入れ及び派遣事業の実施に関する事項
(4) 国際交流・協力事業に伴う危機管理に関する事項
(5) 教育の質保証に関する事項のうち留学生支援に関する事項
(6) その他国際交流・協力に関する事項

	教育支援グループ









	キャリアセンター函館校センター



















	(1) キャリアセンター規則第6条第2項に規定する者
(2) キャンパス長が委嘱した教員　3人
(3) キャリア相談業務に従事する者
(4) 事務職員　2人

（センター長が副センター長を指名する。）






	(1) 本校の就職支援の企画立案に関する事項
(2) 本校の就職ガイダンス・セミナーに関する事項
(3) 本校のキャリア教育に関する事項
(4) 本校の進路相談に関する事項
(5) 本校の学生の進路情報に関する事項
(6) 教育委員会や企業等との情報交換に関する事項
(7) 本校の就職に関する広報活動に関する事項
(8) 本校の就職に関する調査・分析に関する事項
(9) 教育の質保証に関する事項のうちキャリア支援に関する事項
(10) その他函館校における就職に関し必要な事項

	教育支援グループ





















	備考　この表における用語の意義は，次の各号のとおりとする。
(1)　学科内専攻とは，地域協働専攻及び地域教育専攻をいう。
(2)　専攻内グループとは，国際協働グループ，地域政策グループ及び地域環境科学グループをいう。
(3)　附属学校とは，附属函館幼稚園，附属函館小学校，附属函館中学校及び附属特別支援学校をいう。
(4)　部局総括責任者とは，国立大学法人北海道教育大学情報システム基本規則(平成23年規則第96号)第15条に規定する部局総括責任者を，部局技術責任者とは，同規則第16条に規定する部局技術責任者を，部局技術担当者とは，同規則第17条に規定する部局技術担当者をいう。



